
【現場実習の履修について】
相談援助業務の実務経験が１年以上ある場合、現場実習の履修はすべて免除対象となります。
相談援助業務の実務経験については、13 ページの「相談援助業務の実務経験および現場実習の履修につ
いて」をご確認ください。


